
参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示 

 

 

  平成２９年１月１０日 

     九州地方整備局  武雄河川事務所長  岡下 淳 

 

  次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。 

 

１． 当該招請の主旨 

本件は、九州地方整備局武雄河川事務所が管理する井柳川ポンプ場のポンプ設備（以下「当

該設備」という。）の修繕工事に関する公示である。 

本工事は、当該設備の「機能・性能」を「維持・回復（復旧）・改良」するためのものであり、

当該工事にて施工後に生じた故障原因の追求・対処だけでなく、施工した設備が設備全体に与

える影響によって発生する不具合の検討や対策立案等を含むものであり、単に機器交換を行う

だけのものではない。 

また、本工事の工事目的を達成するためには、当該設備の「機能・性能」を定めた仕様書等

に基づき、設計・製作・修繕を行わなければならないが、それには工事契約の受注者（以下「受

注者等」という。）が独自に管理し保有している技術ノウハウ（以下「ノウハウ」という。）が

必要である。 

排水機場ポンプ設備は各メーカのノウハウによって全体システムが構成されており、たとえ

一部のシステム構成機器を修繕する場合でもシステム全体の熟知が必要となることから、本工

事の実施にあたり、３．の応募要件を満たし、本工事の実施を希望する者の有無を確認する目

的で、参加意志確認書の提出を招請する公募を実施するものである。 

なお、３．の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、本工事に必要な要

件を有している受注者等を修繕工事受注予定者として契約手続きに移行することとし、３．の

応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、受注者等と当該応募者に対して企画

競争による企画提案書の提出を要請し、企画競争方式で修繕工事受注予定者を決定し、契約手

続きへ移行する。 

 

２． 工事の概要 

（１）工事件名 

       井柳川ポンプ場機械設備修繕工事 

 

（２）工事内容   

本工事は、九州地方整備局武雄河川事務所が管理する井柳川ポンプ場の操作制御設備の機能

維持のために修繕を行うものである。 

 

 



 

主な工事内容は以下のとおりである。 

井柳川ポンプ場 （2.5m3/s×2 台） 

・操作制御設備（運転支援装置） １式 更新 

 

（３) 工期末  平成２９年１１月２０日 

 

３． 応募要件 

   参加意思確認書の提出者に対する要件は次のとおりとする。 

 （１）基本的要件 

①予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当しな 

い者であること。 

②九州地方整備局（港湾空港関係を除く。）における一般競争（指名競争）参加資格の 

うち、機械設備工事に係る認定を受けていること。（会社更生法（平成１４年法律第１５

４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決

定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けてい

ること。）。 

③会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者（上記②の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

④競争参加資格に係る申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州地方整

備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年３月２９日付け建設省

厚第９１号）に基づく指名停止を受けていないこと。 

⑤九州地方整備局における機械設備工事のうち、平成２４年４月１日以降に完成した工事があ

る場合においては、当該工事に係る工事成績評定通知書の評定点の平均が６５点以上であ

ること。 

⑥企画提案書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 

・資本関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社

又は再生手続が存続中の会社等（会社法施行規則第２条第３項第２号の規定による会

社等をいう。以下同じ。）である場合は除く。 

（イ）親会社と子会社の関係にある場合 

（ロ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

・人的関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。 

ただし、（イ）については、会社等の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社

等である場合は除く。 

 



（イ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

（ロ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

⑦九州地方整備局の管轄区域の内、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県又は鹿

児島県に建設業法に基づく営業所（一般競争（指名競争）参加資格申請書に記載された本

店又は支店等営業所の住所による。）が所在すること。         

⑧警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、

国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

（２）恒常的な雇用関係に関する要件 

配置予定技術者については、参加意思表明する者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある

こと。 

（３）技術力に関する要件 

本工事に係る検査及び試験に関する自らの組織体制を証明できること。 

本工事完成後の発注者からの修繕に関する問合せに対し、対応可能な組織体制が整備さ

れていること。 

（４）実績に関する要件 

・平成１３年度以降に、元請けとして完成・引き渡しが完了した、以下のア）又はイ）いず

れかの要件を満たす工事の施工実績を確認する。 

 ア）揚水又は排水を目的とした陸用ポンプ設備を製作し据付した工事の施工実績を有す

ること。 

 イ）揚水又は排水を目的とした陸用ポンプ設備における操作制御設備の修繕又は取替を

施工した工事の施工実績を有すること。 

  なお、「製作し据付した」とは自社工場でポンプ設備全体のシステム設計及び主要機器

である主ポンプの製作を行い、設備全体を施工した場合とする。 

 （５）業務執行体制に関する要件 

・次に掲げる工事の経験を有する技術者を監理（主任）技術者として配置できること。 

平成１３年度以降に、元請けの技術者として完成・引き渡しが完了した、以下のア）又 

はイ）いずれかの要件を満たす工事の施工実績を確認する。 

 ア）揚水又は排水を目的とした陸用ポンプ設備を製作し、据付した工事の施工実績を有

すること。 

 イ）揚水又は排水を目的とした陸用ポンプ設備の取替、修繕、分解整備のいづれかを施

工した工事の施工実績を有すること。 

  なお、「製作し据付した」とは自社工場でポンプ設備全体のシステム設計及び主要機器

である主ポンプの製作を行い、設備全体を施工した場合とする。 

 

４．手続き等 

（１）担当部局 

①契約関係 

〒８４３－００２３ 佐賀県武雄市武雄町昭和７４５ 



        九州地方整備局  武雄河川事務所  経理課  契約指導係 

     電話 ： ０９５４－２３－７９３７  ＦＡＸ ： ０９５４－２３－９０８３ 

②技術関係 

〒８４９－０９１８ 佐賀県佐賀市兵庫南二丁目 1番 34 号 

        九州地方整備局  武雄河川事務所 施設管理課  施設管理第一係 

     電話 ： ０９５２－４１－８８０１  ＦＡＸ ： ０９５２－４１－８８０２ 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 

①交付期間：平成２９年１月１０日から平成２９年１月２７日までの土曜日、日曜日及び祝日を

除く毎日、９時００分から１７時００分まで。 

②交付場所：上記（１）①に同じ 

③交付方法：交付場所にて交付する。郵送による交付を希望する場合は、郵送料を別に必要とす

る。電送（ファクシミリ）等による交付は行わない。 

（３）参加意思確認書の提出期限、場所及び方法 

①提出期限：平成２９年１月３０日１２時００分 

②提出場所：上記（１）①に同じ 

③提出方法：持参、郵送（書留郵便に限る。） 

 

５．その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）関連情報を入手するための照会窓口 ４．（１）に同じ。 

（３）当該応募者に対して企画競争による企画提案書の提出を要請する際の提出期限は、平成２９

年２月２０日１７時００分までを予定している。また、提案された企画提案書について確認の

必要が生じた場合は、ヒアリングを実施するものとする。 

（４）九州地方整備局（港湾空港関係を除く。）における機械設備工事に係る一般競争（指名競争）

参加資格の認定を受けていない場合も４．（３）により参加意思確認書を提出することができ

るが、その者が企画提案書の提出者として選定された場合であっても、企画提案書を提出する

ためには、企画提案書の提出時において、当該資格の認定を受けていなければならない。 

（５）快適トイレの設置 

   本工事は、施工現場付近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適トイレを設置することを原

則とする。 

（６）詳細は「公示に関する説明書」による。 


